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○老人福祉法（抜粋） 

（昭和三十八年七月十一日） 

（法律第百三十三号） 

（目的） 

第一条 この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、そ

の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図

ることを目的とする。 

（基本的理念） 

第二条 老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と

経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保

障されるものとする。 

（平二法五八・一部改正） 

第三条 老人は、老齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、

又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。 

２ 老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参

加する機会を与えられるものとする。 

（平二法五八・一部改正） 

（老人福祉増進の責務） 

第四条 国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進する責務を有する。 

２ 国及び地方公共団体は、老人の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施

策を通じて、前二条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。 

３ 老人の生活に直接影響を及ぼす事業を営む者は、その事業の運営に当たつては、老人

の福祉が増進されるように努めなければならない。 

第五条の三 この法律において、「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンター、老

人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉セ

ンター及び老人介護支援センターをいう。 

（平二法五八・追加、平六法五六・一部改正） 

（施設の設置） 

第十五条 都道府県は、老人福祉施設を設置することができる。 

２ 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生

労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短

期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。 

３ 市町村及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第

二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。第十六条第二項において同じ。）は、

厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府

県知事に届け出て、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。 

４ 社会福祉法人は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて、

養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。 

５ 国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、軽費老人ホーム又は

老人福祉センターを設置することができる。 

６ 都道府県知事は、第四項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る養護老

人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地を含む区域（介護保険法第百十八条第二

項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。）における養護老人ホーム若

しくは特別養護老人ホームの入所定員の総数が、第二十条の九第一項の規定により当該
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都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若し

くは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る

養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると

認めるとき、その他の当該都道府県老人福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると

認めるときは、第四項の認可をしないことができる。 

（昭六〇法九〇・平二法五八・平六法五六・平九法一二四・平一一法一六〇・平

一二法一一一・平一五法一一九・平二三法七二・平二九法五二・一部改正） 

（老人福祉センター） 

第二十条の七 老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に

応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのため

の便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。 

（平二法五八・追加） 

 


